
令和４年度 新潟市立木崎中学校ＰＴＡ総会 
日時 令和４年４月 25日(月)18:30～19:00 

 会場 木崎中学校 図書室        

次 第  【 全体進行 ＰＴＡ事務局（教頭）】 

 

１  ＰＴＡ会長あいさつ 

２  学校長あいさつ 

３ 議 事 

 （１） 議長選出  

 （２） 令和３年度ＰＴＡ会務報告（野々原会長） 

及び会計決算報告（事務局）・会計監査報告（佐々木副会長） 

   〈 質 疑 及 び 承 認 〉  

 （３） 令和４年度会長・副会長の選出について（佐久間選考委員長） 

   〈 一 括 承 認 〉 

 （４） 令和４年度役員の紹介 

 （５） 令和３年度役員退任のあいさつ（一部役員） 

 （６） 令和４年度年間活動計画及び予算案 

総務→１学年部→２学年部→３学年部→地域育成部→会計 

   〈 質 疑 及 び 承 認 〉 

（７） その他 

 （８） 議長退任・あいさつ 

４   副会長あいさつ 

 

                                            

 

 

木崎中学校ホームページの 

「ＱＲコード」です。 

トップページの上方の 

ボタンからこの要項を 

見ることができます。 

















令和4年度　木崎中学校PTA会計　予算書
１ 収入の部 木崎中学校PTA

前年度予算額 比較増減 摘　　　　要

繰  越  金 155,872 44,323

会　　　費 597,000 -21,000 保護者3,000×172=516,000　教員3,000×20=60,000

雑収入 28 77 貯金利子、R3年度3学年教材費より寄附

合　　　計 752,900 23,400

２ 支出の部 　

前年度予算額 比較増減 摘　　　　要

80,000 0 切手、ラベルシール、コピー用紙、インク

25,000 0 各種会議お茶代

105,000 0

0 0

20,000 -5,000 学年活動補助費

20,000 -5,000

35,000 0 研修会参加費、研修会交通費

25,000 -5,000 研修会講師謝礼

60,000 -5,000

50,000 0 卒業記念品

65,000 0 各種負担金

45,000 -25,000 校舎清掃等、行事用飾り材料費

350,000 50,000 周年行事準備金、入学式卒業式消耗品費

10,000 0 慶弔費

35,000 -5,000 PTA活動補償加入金

12,900 13,400 予備

567,900 33,400

752,900 23,400
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木崎中学校ＰＴＡ規約 
 

 
第 １ 章 名称及び事務局 
 第 １ 条 この会は、新潟市立木崎中学校ＰＴＡといい、事務局を木崎中学校内におく。 

 

第 ２ 章 目的及び活動 
  第 ２ 条 この会は、学校・家庭・地域がそれぞれの立場においてお互いに協力し、  

当校教育の振興を図り、生徒の健全育成の推進を目的とする。 
  第 ３ 条 この会は、目的達成のため、次の活動を行う。 
     １ 教育活動（学習指導、生徒指導など）に対する支援 
          ２ 環境整備に関する協力 
     ３ 会員の研修 
     ４ その他必要と認める事項 
 

第 ３ 章 組 織 
  第 ４ 条 この会は、原則として、木崎中学校生徒の保護者と学校職員をもって会員と

し、組織する。 
 第 ５ 条 会員は、すべて平等に権利と義務を有する。 
 

第 ４ 章 機 関 
  第 ６ 条 この会に、次の諸機関をおく。 
      総会、評議員会、学年部会、専門部会 
       なお，上記の会はやむを得ない場合、書面会議とすることができ、かつ、 

その決議も書面により行うことができる。 
 第 ７ 条 総会は、この会の最高決議機関で、毎年年度始めに開き、会務の報告、活動 

計画、予算、決算の承認及びその他必要な事項を協議する。 
なお、臨時総会は、評議員会が必要と認めたときに開催する。 

 第 ８ 条 評議員会は、総会に次ぐ決議機関で、必要のあるときはこれを開き、会全体 
の企画運営に当たり、予算・決算の審議、年間活動計画の立案をする。 

           また、緊急を要する場合は、総会にかわって決議することができる。 
 第 ９ 条 学年部会は、第２章の目的を達成するため、定期的に会合し、学年に関する 

ことについて活動する。 
  第１０条 専門部会に地域育成部を設け、各学年から選出された委員のうち２名、合計 

６名の委員をもって構成する。 
なお、必要に応じて他の専門部を特設することができる。ただし、その任務 

を終了したときに解部する。 

 

第 ５ 章 役 員 
  第１１条 この会には次の役員をおく。その任期は１年とし、再任を妨げない。 
      会長１名･副会長２名･学校代表１名・評議員若干名･会計監査３名･幹事若 

干名･顧問若干名 
 第１２条 役員は次の職務を行う  
        １ 会長は会務を統括する。 
        ２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 
        ３ 学校代表は学校の総意を会に反映させる。 
        ４ 評議員は会務を評議する。 
        ５ 会計監査は会の会計を監査し、決議機関に報告する。 
        ６ 顧問は会長の諮問に応ずる。 
        ７  幹事は庶務及び会計を処理する。 
 

第 ６ 章 経 理 
 第１３条 この会の経費は、会費及び寄付金による。 

会費は総会で年額を決定し会員より徴収する。 
 第１４条 この会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 



 

  

第 ７ 章 附 記 
 第１５条 この会の運営に必要な規定は別にこれを定める。 
 第１６条 この会の規約の変更は総会の決議を得るものとする。 
 第１７条 この会の規約は昭和４５年４月１日より施行する。 

昭和５９年４月２０日  一部改正 
平成 ３年４月２３日    一部改正 
平成１７年４月２８日  一部改正 
平成２４年５月１１日    一部改正 
平成２５年５月１０日  一部改正 
令和 ２年２月２０日   一部改正 
令和 ４年４月２５日   一部改正 

 
 

木崎中学校ＰＴＡ役員選出規定 
 
 第 １ 条 役員の選出は次の通り行う。 
          １ 会長１名及び副会長２名は、評議員会の中から若干名の選考委員を構成 
       し、選出後、会長に報告し、総会の承認を得る。会長及び副会長は性別を 
       問わない。 
          ２ 学校代表は校長をもってあてる。 
          ３ 評議員会は、会長、副会長、各学年部長、学校代表で構成する。 
          ４ 学年部会は、各学年で選出された４名の委員で構成する。 
          ５ 会計監査３名・顧問若干名・幹事若干名は、会長が委嘱し、総会において 

承認する。 
 
 第 ２ 条 この規定は昭和４８年４月１日より施行する。 

昭和５９年４月２０日   一部改正 
昭和６２年４月２１日      一部改正 
平成 ３年４月２３日   一部改正 
平成 ５年４月２７日      一部改正 
平成  ６年４月２３日      一部改正 
平成１６年４月２８日      一部改正 
平成１７年４月２８日      一部改正 
平成２５年５月１０日      一部改正 
令和 ２年２月２０日    一部改正 
令和 ４年４月２５日    一部改正 

 
 

慶弔及び見舞いに関する規定 
 
 第 １ 条 次に掲げるものについては、慶弔金・見舞金をおくることができる。  
       １  会員死亡の場合 
          ２ 会員が火災その他の災害にあった場合 
          ３ その他の場合 
 
 第 ２ 条 前条の慶弔金・見舞金の金額は、幹事が会長と相談して決め、後日評議員会 

の承認を受ける。 
 
 第 ３ 条 この規定は昭和４５年４月１日より施行する。 

昭和５５年５月 ８日      一部改正 
昭和５９年４月２０日      一部改正 


